
 

 

 

 

                              

働く人の協同 

 

 

 

 

【講義の主なポイント】 

・協同組合は、人々の自発的な組織であり自発的に手を結んだ人々が共同で所有

し民主的に管理する事業体を通じて共通の経済的、社会的、文化的なニーズと

願いをかなえることを目的としている。 

・労働者協同組合は、働く人びと・市民がみんなで出資し民主的に経営し責任を

分かち合って人と地域に役立つ仕事をおこす協同組合であり、協同労働は、働

く人・利用者・市民が協同し「ともに生き、ともに働く」社会をつくる労働で

ある。 

・一般的な雇用労働では、資本は投資家、経営は経営者、労働は労働者と分かれ

ている。協同労働は、労働も出資も経営も働く人が担うのである。 

・ワーカーズコープの歴史は、失業対策事業の打ち切りが「事業団づくり」へと

なった。自分たちで働く場所をつくる。人と地域の役に立つ。事業に必要な資

金は自分たちで出し合い働いて残す等が合言葉となった。 

・介護保険制度開始に向けて、ヘルパー講座を開講し、地域の受講生と共に地域

福祉事業所を開設し 2004年までに 100か所を超えた。 

・指定管理者制度が始まり、「利用者との協同」「地域との協同」「働く者同士の

協同」を掲げ、保育園や学童、児童館、高齢者施設、障がい者施設、コミュニ

ティ施設等の管理運営を受任してきた。誰もが自分らしく働き、暮らし続ける

ことができる地域をつくるため、地域若者サポートステーションや生活困窮

者の自立支援、放課後等デイサービス等の事業をおこなっている。 

・日本には、労働者協同組合を規定する法律がなく制定が求められる。そのため

に法制化をめざす市民会議や議員連盟が立ち上がった。この法律ができるこ

とで「企業に雇われる」「自分で起業する」とは別の働き方が生まれる。 

  三重大学 人文学部  

法律経済学科 

「協同組合論」 
  

豊内 和寿／日本労働者協同組合連合会センター事業団センター長 

 
第 11回（12月 19日）：受講 46名（受講生 40名・聴講＆スタッフ 6名） 

労働者協同組合は、働く人々・市民が出資し民主的な経営、責任の分かち合

い、人と地域に役立つ仕事をおこす協同組合である。仕事をしたい、働きたい

というニーズがワーカーズコープの原点であり、自分たちで働く場所をつく

り、人と地域に役立つ仕事を基本とする。労働者協同組合に関わる法律の制定

が近づいており雇用や起業とは違う働き方の選択肢が生まれようとしている。 
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第１１回講義…受講生の感想レポート（一部抜粋） 

Ａさん（３年生） 

 

Ｂさん（２年生） 

 



Ｃさん（２年生） 

 

Ｄさん（２年生） 

 

Ｅさん（２年生） 

 



Ｆさん（４年生） 

 

Ｇさん（４年生） 

 

Ｈさん（４年生） 

 


